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                 令和 4年 12 月 26 日国際社会学部規則第 3号 令和 4年 12 月 26 日国際日本学部規則第 4号 

 
 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学組織規則（令和２年３月２６日制定） 

第１５条第４項に基づき、言語文化学部、国際社会学部及び国際日本学部の教授会（以下

「教授会」という。）に関し必要な事項を定める。 

 （組織） 

第２条 教授会は、東京外国語大学言語文化学部に開設する授業科目及び単位数に関する

規程（平成３１年規則第４９号）第７条、東京外国語大学国際社会学部に開設する授業

科目及び単位数に関する規程（平成３１年規則第５１号）第７条及び東京外国語大学国

際日本学部に開設する授業科目及び単位数に関する規程（平成３１年規則第５３号）第

６条に定める学部の専門科目のうち、担当する学部において専門演習（本ゼミ）及び卒

業研究演習を担当（予定を含む）する教授をもって組織する 

２ 教授会は、学校教育法（昭和２３年法律第２６号）第９３条第４項の規定により、担

当する学部の専門科目のうち、専門演習（本ゼミ）及び卒業研究演習を担当（予定を含

む）する准教授、講師及び助教を加えることができる。 

３ 教授会は、必要により前二項以外の職員を加えることができる。ただし、議決に加わ

ることはできない。 

 （意見を述べ審議する事項） 

第３条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり審議し、意見を述

べるものとする。 

 (1) 学生の入学及び卒業 

 (2) 学位の授与 

 (3) 前２号に定めるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意

見を聴くことが必要であると認めるもの 

２ 教授会は、前項に定めるもののほか、学長及び学部長（以下「学長等」という。）が

つかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じ、又は学長等に

意見を述べることができる。 

 （議長） 

第４条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。 

２ 学部長は、教授会を主宰する。 

３ 学部長に事故あるときは、副学部長がその職務を代行する。 

 （会議） 



第５条 教授会は、原則として毎月１回開催するものとする。 

２ 教授会の定足数、議事の運営等は、東京外国語大学学部会議通則（平成２４年規則第

１１０号）を適用するものとする。ただし、電子メールによる形式をとることはできな

い。 

 （委員会) 

第６条 教授会は、必要に応じ、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第

１４３条に規定する専門委員会（以下「委員会」という。）を置くことができる。 

２ 委員会は、第３条に規定する審議事項のうち、教授会から付託された事項を審議する。  

３ 委員会は、前項に規定する付託事項の審議及びその結果を教授会に報告し、必要に応

じて所管事項に関する議案を提出することができる。 

 （代議員会） 

第７条 教授会は、学校教育法施行規則第１４３条に規定する代議員会を置くことができ

る。 

２ 代議員会は、第３条に規定する審議事項のうち、教授会から付託された事項を審議す

る。 

３ 代議員会が行った議決は、学校教育法施行規則第１４３条第２項の規定により教授会

の議決とすることができる。 

４ 代議員会は、第２項で規定する付託事項の審議及びその結果を教授会に報告しなけれ

ばならない。 

５ その他代議員会に必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。 

第８条 教授会の運営に関する規則は、別に定める。 

 （庶務） 

第９条 教授会に関する庶務は、学務部研究院事務課において行う。 

 （規程の改正） 

第１０条 この規程の改正は、教授会において出席者の３分の２以上の同意を得なければ

ならない。 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行し、改正後の東京外国語大学学部教授会通則

規程における第９条については、平成２５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年５月１３日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

   附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行し、改正後の東京外国語大学学部教授会通

則規程第９条については、平成２９年４月１日から適用する。 

２ 第２条第３項の規定にかかわらず、平成３１年４月に担当が言語文化学部から国際日

本学部に変更になる教員は、引き続き平成３１年度以降も言語文化学部において、担当



する専門演習（本ゼミ）及び卒業論文演習の履修学生に係る卒業判定、学籍異動及び単

位認定等の議事のみ、平成３１年度以降も言語文化学部教授会の議決に加わることがで

きる。この場合、当該教授会の定足数には加算しない。 

３ 第２条第３項の規定にかかわらず、平成３１年４月に担当が国際社会学部から国際日

本学部に変更になる教員は、引き続き平成３１年度以降も国際社会学部において、担当

する専門演習（本ゼミ）及び卒業論文演習の履修学生に係る卒業判定、学籍異動及び単

位認定等の議事のみ、平成３１年度以降も国際社会学部教授会の議決に加わることがで

きる。この場合、当該教授会の定足数には加算しない。 

   附 則 

１ この規程は、令和２年５月２０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

２ 東京外国語大学学部・大学院学生委員会規程（平成１６年３月１８日制定）及び東京

外国語大学学部・大学院留学生委員会規程（平成８年４月１日制定）は、廃止する。 

   附 則 

 この規程は、令和４年１２月２６日から施行する。 

 


